事故防止のための指針

1 （目的）　
施設内での事故を未然に防止するため施設の構造物、設備、備品等における潜在的リスクやご利用者様の心身の状態に起因する介護上のリスクを分析把握し安全に生活できる環境と質の高い介護の提供を目指します。
2 （施設における安全性の確保）
　　施設長及び職員は定期的に施設の設備や備品等の状態を検査し、ご利用者様の転倒、怪我、事故の起因となりうるリスクを排除するように整備します。

3 （ご利用者様の心身の状態に応じての安全性の確保とリスク情報の共有化）
状態の変化について主治医、ご家族、支援専門員等にフィードバックする事で、リスクを検討、分析し、事故を未然に防止するため考えうるすべての必要な介護の方法や必要な介護用品、備品を配備するように努めます。

4 ヒヤリハットの分析と情報共有

ヒヤリハットが提出された場合は原因を分析し職員全員に回覧し再発防止策を検討の上情報を共有できるようにします。

5　事故発生時、緊急時の対応

万一事故が発生した場合、当該利用者の状況を判断し、安全確保を最優先として事故対応マニュアルに従って緊急連絡、支持体制等迅速に対処します。
　
